
新年あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりありがとうございました。本年

も変わらぬご愛顧を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。 株式会社リベストでは、

お客さまのご所有不動産に対する、事業企画の立案や、相続対策の支援を行っております。

多くのお客様に資産活用部を知って戴くため「資産活用お役立ち情報」を発信致しております。

●タワーマンションを利用した節税に対して国税庁が注

目していると報道がありました。相続税対策の検討をす

る場合の、タワーマンションの節税について、その問題

点と今後の対応について書きたいと思います。

●国税庁の記者会見においてタワーマンションを利用し

た「行き過ぎた節税に対して適切に課税していく」と触れ

たことで、新聞・テレビ等でもニュースとして取り上げられ

ました。そもそもこの節税対策は、1億円で購入したタ

ワーマンションが、相続税の評価額では3千万円程度に

まで目減りすることもあって、活用されているものです。

高層階の売買価額が高額となるのは、所有していること

のプレミアム感やその景観等も加味されているからで、

たとえ同じ材料で建てられていても、低層マンションより

も高額になりやすい傾向があるのです。

●一方、相続等での財産評価の基となる固定資産税評

価は、材料等をベースにしていますので、「タワーマン

ションの最上階は特別な価格」になるわけではありませ

ん。また、都心の一等地にあっても、タワーマンションの

ように多くの戸数があれば、その土地の評価は戸数に

よって（それぞれの面積に応じて）按分されるため、一戸

あたりの評価も抑えられます。

●このような背景もあって、実際の売買価額と相続等で

の財産評価との乖離（かいり）が大きいわけです。国税

庁の調査では、その乖離は3倍程になるようですので、

その分節税の効果も大きく、「行き過ぎた節税は問題だ」

といった判断に繋がっています。

タワーマンションの相続税対策

否認を受ける可能性が高まった

●ただし、現時点では新しい法律や通達が定められたと

いうことではなく、国税庁の表現を借りれば「課税の不公

平が生じないよう、従来通り対応していく」といった内容

です。従来から、財産評価にあたっては次の取り扱いが

定められています。

●“著しく不適当と認められる財産の価額は，国税庁長

官の指示を受けて評価する”そのため、過去にも同様の

ケースで裁判所や不服審判所で争われ、否認を受けて

いる事例もあります。たとえば、相続発生前後の短期間

の所有であって、明らかに節税のみを目的としているよう

なケースです。

●現時点では、不適当か否かについて新たな「線引き」

が定められているわけではないため不透明ではあります

が、明らかに節税を目的としたものについては、否認を

受ける可能性がより高まっていると言えるでしょう。相続

対策は、早めに十分時間を持って対応していただきた

いものです。

●本文で紹介させて頂いた内容は概略です。詳細につ

きましては税務署または税理士等の専門家にご確認下

さい。

●今回も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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